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執
行
権
の
憲
法
的
構
成
（
二
・
完
）

─
─
ド
イ
ツ
公
法
学
に
お
け
る
「
外
交
行
為
」
の
法
的
構
成
─
─

磯　
　

村　
　
　
　
　

晃

は 

じ 

め 

に

第
一
章　

自
己
決
定
に
定
位
し
た
権
力
区
分
に
よ
る
構
成

　

第
一
節　

基
本
法
二
〇
条
二
項
二
文
に
基
づ
く
判
別
規
準
と
し
て
の
権
力
区
分

　

第
二
節　

権
力
区
分
の
法
理
論
的
洞
察
と
執
行
権

　

第
三
節　

立
法
権
に
よ
る
法
創
設
形
式
と
し
て
の
外
交
行
為
（
以
上
六
四
巻
二
号
）

第
二
章　

実
定
憲
法
内
在
的
構
成

　

第
一
節　

実
定
憲
法
上
の
諸
規
範
全
体
に
規
律
さ
れ
た
「
権
力
分
立
」

　

第
二
節　

執
行
機
関
、
執
行
作
用
、
事
実
上
の
執
行
権

　

第
三
節　

実
定
憲
法
内
在
的
な
議
会
の
関
与
権
の
導
出

お 

わ 

り 

に
（
以
上
本
号
）

第
二
章　

実
定
憲
法
内
在
的
構
成

　
「
権
力
区
分
」
の
よ
う
な
明
文
化
さ
れ
て
い
な
い
法
的
概
念
を
駆
使
す
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
基
本
法
の
条
文
に
即
し
て
、
す
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な
わ
ち
実
定
憲
法
内
在
的
に
、
執
行
府
の
外
交
行
為
に
対
す
る
法
的
要
請
を
導
出
し
得
る
構
成
を
、
本
章
で
は
ポ
ッ
シ
ャ
ー
の
学
説
に

依
拠
し
て
明
ら
か
に
す
る
。
以
下
で
み
る
よ
う
に
、
ポ
ッ
シ
ャ
ー
は
、「
法
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
」
に
定
位
し
て
、
理
論
で
は
な
く
解
釈
論

の
位
相
に
お
い
て
、
権
限
確
定
論
を
展
開
す
る
こ
と
で
、「
権
力
分
立
」
を
批
判
・
相
対
化
す
る
。

第
一
節　

実
定
憲
法
上
の
諸
規
範
全
体
に
規
律
さ
れ
た
「
権
力
分
立
」
─
─
権
力
分
立
理
解

　
「
権
力
分
立
」
は
、
基
本
法
二
〇
条
二
項
二
文
に
お
い
て
で
は
な
く
、
基
本
法
の
諸
規
範
全
体
に
お
い
て
体
系
的
に
規
律
さ
れ
て
い

る
。
ポ
ッ
シ
ャ
ー
に
よ
っ
て
権
限
が
確
定
さ
れ
る
場
合
、
何
よ
り
も
ま
ず
、
こ
の
「
基
本
法
上
の
権
力
分
立
の
体
系
化
」
と
い
う
思
考

枠
組
み
が
前
提
に
さ
れ
る
。
ポ
ッ
シ
ャ
ー
に
よ
る
と
、
こ
の
前
提
か
ら
権
限
を
確
定
し
て
ゆ
く
た
め
の
二
つ
の
指
標
が
明
ら
か
に
な
る
。

　

一
つ
は
、
実
定
憲
法
上
の
「
権
限
の
権
原
（K

om
petenztitel

）」
を
手
が
か
り
に
す
る
指
標
で
あ
る
。
こ
の
指
標
に
よ
れ
ば
、
権

限
の
権
原
は
「
基
本
法
二
〇
条
二
項
二
文
で
要
請
さ
れ
た
実
質
的
な
権
力
分
立
の
表
現
と
し
て
理
解
さ
れ
得
る
は
ず
で
あ
る
か
、
も
し

く
は
、
そ
こ
で
要
請
さ
れ
た
権
力
分
立
と
は
関
係
が
な
い
と
示
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
」。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
指
標
に
は
、
二
〇
条
二

項
二
文
以
外
の
個
別
規
定
を
権
限
確
定
に
際
し
て
扱
う
意
義
も
あ
る
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、「
権
力
分
立
に
係
る
個
別
問
題
の
全
て

の
答
え
が
、
基
本
法
二
〇
条
二
項
二
文
の
中
に
見
出
さ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
。
む
し
ろ
多
く
の
個
別
問
題
は
、
実
定
憲
法
で
明
示
さ
れ

て
い
る
、
個
別
機
関
へ
の
権
限
の
割
当
て
を
手
が
か
り
に
、
的
確
に
か
つ
委
曲
を
尽
く
し
て
議
論
さ
れ
得
る
」
と
さ
れ
る
。

　

も
う
一
つ
は
、
基
本
法
七
九
条
三
項
と
二
〇
条
二
項
二
文
と
の
間
に
お
い
て
見
出
さ
れ
る
「
規
範
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
的
特
殊
性
」
を
顧

慮
す
る
指
標
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
基
本
法
七
九
条
三
項
は
、
基
本
法
二
〇
条
二
項
二
文
に
お
け
る
権
力
分
立
原
則
を
憲
法
の
変
更

か
ら
守
る
こ
と
で
、
当
該
原
則
に
関
し
て
展
開
さ
れ
る
実
質
的
な
権
力
の
定
義
づ
け
を
も
憲
法
の
変
更
か
ら
守
っ
て
い
る
」
と
い
う
特

殊
性
を
顧
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。
斯
か
る
特
殊
性
を
顧
慮
す
る
こ
と
で
、
憲
法
を
変
更
す
る
立
法
者
に
対
し
て
、
権
力

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）

（
9
）
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を
定
義
す
る
際
の
限
界
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、「
基
本
法
二
〇
条
二
項
二
文
の
枠
内
に
お
け
る
権
力
の
実

質
的
な
論
述
は
、
各
々
の
権
力
に
結
び
つ
い
た
他
の
権
力
を
締
め
出
す
作
用
が
あ
る
の
を
憲
法
を
変
更
す
る
立
法
者
が
承
服
し
た
上
で

行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
さ
れ
る
。
例
え
ば
、「
基
本
法
二
〇
条
二
項
二
文
で
命
じ
ら
れ
て
い
る
権
力
分
立
の
中
に
、
基
本
法
の

権
限
秩
序
に
関
す
る
集
合
概
念
を
見
る
」
解
釈
が
な
さ
れ
た
結
果
、
権
力
分
立
原
則
を
「
憲
法
に
お
い
て
予
定
さ
れ
た
三
権
力
間
に
お

け
る
重
さ
の
配
分
」
と
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
理
解
す
る
場
合
が
あ
る
。
斯
か
る
理
解
（「
総
合
的
理
解
」）
を
ポ
ッ
シ
ャ
ー
が
批
判
す
る

際
に
も
ち
出
さ
れ
る
論
拠
が
ま
さ
に
、
こ
の
規
範
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
的
特
殊
性
の
顧
慮
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
理
解
は
、「
特
に
基

本
法
七
九
条
三
項
を
顧
慮
す
る
と
、
基
本
法
二
〇
条
二
項
二
文
を
正
当
に
評
価
し
て
い
な
い
。
七
九
条
三
項
に
よ
れ
ば
、
権
力
分
立
原

則
は
憲
法
を
変
更
す
る
立
法
者
に
対
し
て
の
限
界
を
設
け
て
い
る
が
、
そ
の
限
界
が
総
合
的
理
解
で
は
描
写
さ
れ
得
な
い
」
と
批
判
さ

れ
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
、
権
力
の
確
定
を
統
御
し
て
ゆ
く
た
め
の
指
標
が
踏
ま
え
ら
れ
た
上
で
、
個
々
の
権
力
が
体
系
的
に
論
述
さ
れ
る
。
ま
ず
基
本

法
二
〇
条
二
項
二
文
に
い
う
「
特
別
機
関
」
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
続
い
て
同
条
文
に
お
い
て
予
定
さ
れ
た
作
用
の
割
当
て
が
精
査
さ
れ

る
。
そ
の
後
に
二
〇
条
二
項
二
文
以
外
の
個
別
規
定
に
つ
い
て
の
論
究
が
な
さ
れ
る
。
次
節
で
は
、
ポ
ッ
シ
ャ
ー
に
よ
る
執
行
機
関
、

執
行
作
用
お
よ
び
事
実
上
の
執
行
権
の
確
定
に
着
目
す
る
こ
と
で
、
彼
の
執
行
権
理
解
を
明
ら
か
に
す
る
。

第
二
節　

執
行
機
関
、
執
行
作
用
、
事
実
上
の
執
行
権
─
─
執
行
権
理
解

第
一
款　

基
本
法
二
〇
条
二
項
二
文
に
い
う
執
行
権
の
「
特
別
機
関
」

　

執
行
権
の
「
特
別
機
関
」
の
確
定
に
際
し
て
、
ポ
ッ
シ
ャ
ー
は
、
す
べ
て
の
執
行
機
関
に
消
極
的
（
非
実
定
的
）
に
照
準
を
合
わ
せ

た
定
義
を
一
先
ず
前
提
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、「
お
よ
そ
執
行
機
関
は
、
立
法
の
特
別
機
関
の
一
部
で
も
裁
判
の
特
別
機
関
の
一
部
で

（
10
）

（
11
）

（
12
）

（
13
）

（
14
）
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も
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
消
極
的
に
結
び
つ
い
て
い
る
」
と
定
義
さ
れ
る
。
し
か
し
こ
の
ま
ま
の
定
義
、
す
な
わ
ち
「
純
粋
に
消
極
的

な
定
義
」
で
は
、
執
行
権
の
「
特
別
機
関
」
と
そ
れ
以
外
の
執
行
機
関
と
を
区
別
す
る
に
は
至
ら
な
い
。
ゆ
え
に
ポ
ッ
シ
ャ
ー
は
、
純

粋
に
消
極
的
な
定
義
に
と
ど
ま
ら
ず
、
こ
の
定
義
の
下
で
見
出
し
得
る
積
極
的
（
実
定
的
）
要
素
を
追
究
す
る
こ
と
で
、
す
べ
て
の
執

行
機
関
か
ら
執
行
権
の
「
特
別
機
関
」
を
限
定
し
、
さ
ら
に
、
立
法
な
い
し
司
法
の
何
れ
か
を
積
極
的
に
確
定
す
る
こ
と
で
、
執
行
の

「
特
別
機
関
」
を
消
極
的
に
輪
郭
づ
け
る
。

　

積
極
的
要
素
と
さ
れ
る
の
は
、
第
一
に
、「
行
動
の
責
任
を
国
家
に
負
わ
せ
る
こ
と
」
で
あ
る
（
立
法
の
特
別
機
関
の
一
部
で
も
裁
判

の
特
別
機
関
の
一
部
で
も
な
く
、
か
つ
、
行
動
の
責
任
を
国
家
が
負
わ
な
い
機
関
は
、
執
行
権
の
特
別
機
関
で
は
な
い
）。
つ
ま
り
こ

の
積
極
的
要
素
に
よ
っ
て
、
行
動
の
責
任
を
必
ず
し
も
国
家
に
負
わ
す
と
は
限
ら
な
い
執
行
機
関
と
、
基
本
法
二
〇
条
二
項
二
文
に
い

う
執
行
権
の
「
特
別
機
関
」
と
が
区
別
さ
れ
る
。
前
者
の
よ
う
な
機
関
の
存
在
に
つ
い
て
、
ポ
ッ
シ
ャ
ー
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
憲
法
上
の
執
行
権
概
念
の
組
織
的
開
放
性
は
、
変
化
す
る
状
況
や
要
請
、
さ
ら
に
は
新
制
御
モ
デ
ル
に
組
織
と
し
て
適
合
す
る
余
地

を
行
政
に
与
え
て
い
る
。
斯
か
る
開
放
性
は
、
一
貫
し
て
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
化
さ
れ
た
構
造
か
ら
地
方
分
権
に
よ
る
任
務
処
理
へ
の
転
向

や
規
律
さ
れ
た
自
己
規
律
の
様
々
な
形
式
、
さ
ら
に
は
民
営
化
に
お
い
て
明
ら
か
に
な
っ
た
」。
こ
の
よ
う
な
組
織
的
開
放
性
に
鑑
み

て
、「
憲
法
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
上
の
特
別
な
位
置
を
顧
慮
す
る
基
本
法
二
〇
条
二
項
二
文
の
解
釈
枠
組
み
に
お
い
て
は
、
様
々
な
組
織
形

式
を
自
由
に
選
択
す
る
の
で
は
な
く
、
執
行
権
の
組
織
上
の
要
素
を
慎
重
か
つ
消
極
的
に
特
定
す
る
の
が
適
当
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
。

　

第
二
に
、
立
法
な
い
し
司
法
の
何
方
か
を
確
定
す
る
こ
と
も
積
極
的
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
積
極
的
な
確
定
は
、
一
方
で
、
容
易

に
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
立
法
の
特
別
機
関
に
つ
い
て
は
「
機
関
単
一
性
」
ゆ
え
に
、
司
法
の
そ
れ
に
つ
い

て
は
「
裁
判
官
に
特
有
の
法
的
地
位
」
ゆ
え
に
、
執
行
機
関
と
の
境
界
は
自
ず
と
明
ら
か
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
他
方
で
、
こ
の
確
定

は
、
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ッ
シ
ュ
に
も
遂
行
可
能
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
ポ
ッ
シ
ャ
ー
は
そ
の
論
拠
を
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
何
方
か
の
積

（
15
）

（
16
）

（
17
）

（
18
）

（
19
）

（
20
）

（
21
）
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極
的
な
確
定
が
異
な
る
両
権
力
の
作
用
上
の
固
有
領
域
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
行
わ
れ
る
こ
と
で
、
ど
の
組
織
形
式
も
執
行
の
一
部
と
し

て
は
否
認
さ
れ
る
の
だ
か
ら
、
こ
の
積
極
的
確
定
に
よ
っ
て
、
執
行
権
の
特
別
機
関
は
十
分
に
差
異
化
さ
れ
る
」。
例
え
ば
ポ
ッ
シ

ャ
ー
は
、
基
本
法
九
二
条
を
根
拠
に
、
司
法
の
特
別
機
関
を
「
裁
判
官
」
と
し
て
確
定
す
る
。
こ
の
裁
判
官
に
特
有
の
法
的
地
位
と
し

て
、
法
律
へ
の
服
従
、
事
項
的
か
つ
人
的
独
立
が
予
定
さ
れ
て
い
る
（
基
本
法
九
七
条
一
項
）。
ポ
ッ
シ
ャ
ー
に
よ
れ
ば
、
斯
か
る
法

的
地
位
に
あ
る
機
関
に
固
有
の
作
用
は
、「
法
適
用
の
統
一
化
」（「
裁
判
の
統
一
化
」）
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
事
項
的
か
つ
人
的
に
独
立

し
た
裁
判
官
だ
け
が
「
法
適
用
の
統
一
化
」
を
行
う
の
で
あ
り
、
こ
の
固
有
の
作
用
が
裁
判
官
以
外
の
組
織
形
式
に
よ
っ
て
担
わ
れ
る

こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
さ
れ
る
。
ま
た
、「
仮
に
事
項
的
か
つ
人
的
に
独
立
し
て
い
な
い
裁
判
の
統
一
化
の
場
所
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、

そ
の
よ
う
な
場
所
は
、
立
法
の
一
部
で
も
司
法
の
一
部
で
も
な
い
が
、
許
容
し
得
る
執
行
権
の
機
関
で
も
な
い
」
と
さ
れ
る
。
し
た
が

っ
て
、「
立
法
に
も
司
法
に
も
属
さ
ず
、
か
つ
、
そ
れ
ら
の
作
用
上
の
固
有
領
域
を
尊
重
す
る
も
の
だ
け
が
、
執
行
権
の
特
別
機
関
で

あ
る
」
と
さ
れ
る
。

第
二
款　

執
行
権
の
消
極
的
特
殊
性
─
立
法
権
お
よ
び
裁
判
権
の
優
位

　

執
行
権
の
確
定
に
際
し
て
は
、
消
極
的
定
義
が
端
的
に
は
前
提
と
さ
れ
な
い
。
お
よ
そ
執
行
権
は
、
立
法
権
の
一
部
で
も
裁
判
権
の

一
部
で
も
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
消
極
的
に
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
は
な
く
、「
個
別
事
例
に
お
い
て
法
を
適
用
す
る
一
方
、
抽
象
的
・

一
般
的
法
規
範
を
定
立
す
る
」
か
ら
で
あ
る
。
ゆ
え
に
執
行
権
の
特
殊
性
は
、
注
意
深
く
洞
察
さ
れ
て
は
じ
め
て
明
ら
か
に
な
る
と
さ

れ
る
。
こ
の
洞
察
に
よ
れ
ば
、
執
行
権
に
は
「
消
極
的
特
殊
性
」
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、「
法
が
適
用
さ
れ
る
場
合
も
、
法
が

定
立
さ
れ
る
場
合
も
、
二
つ
の
権
力
の
何
方
か
が
、
特
有
の
方
法
で
、
執
行
権
に
対
し
て
優
位
に
立
つ
」
と
い
う
特
殊
性
で
あ
る
。

　

ま
ず
、
法
適
用
に
際
し
て
、
裁
判
権
は
、
法
解
釈
の
最
終
決
定
権
を
有
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
執
行
権
に
優
位
す
る
と
さ
れ
る
。
斯

か
る
消
極
的
特
殊
性
を
、
ポ
ッ
シ
ャ
ー
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
裁
判
権
に
比
べ
て
、
行
政
は
、
法
の
解
釈
を
最
終
拘
束
的
に
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決
定
し
得
な
い
。
た
し
か
に
、
出
訴
へ
の
道
が
開
か
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
で
は
、
最
終
決
定
権
が
一
旦
は
行
政
に
帰
属
す
る
。
し
か
し

─
裁
判
権
と
は
異
な
り
─
、
基
本
法
二
〇
条
二
項
二
文
に
よ
っ
て
行
政
に
割
当
て
ら
れ
た
地
位
は
、
斯
か
る
最
終
決
定
の
権
限
が
別
の

権
力
─
そ
の
権
力
が
裁
判
権
の
場
合
─
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
か
ら
行
政
を
保
護
す
る
も
の
で
は
な
い
」。
次
に
、
法
定
立
に
際
し
て
、

立
法
権
は
、
法
律
に
よ
る
授
権
（
基
本
法
八
〇
条
）
が
執
行
権
に
対
し
て
常
に
要
請
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
執
行
権
に
優
位
す
る
と

さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、「
立
法
に
対
し
て
、
執
行
権
は
、
如
何
な
る
場
合
で
も
、
基
本
法
八
〇
条
を
根
拠
に
、
立
法
者
に
よ
る
授
権
を

指
示
さ
れ
続
け
る
。
さ
ら
に
執
行
権
は
、
法
定
立
を
立
法
者
に
対
し
て
貫
徹
す
る
こ
と
も
で
き
な
け
れ
ば
、
立
法
者
に
よ
る
干
渉
に
対

し
て
法
定
立
を
維
持
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
」
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
二
つ
の
権
力
が
執
行
権
に
優
位
す
る
限
り
に
お
い
て
、
立

法
と
司
法
の
中
間
に
執
行
権
を
位
置
づ
け
る
メ
ラ
ー
ス
の
論
述
は
正
当
で
あ
る
と
ポ
ッ
シ
ャ
ー
は
評
価
し
て
い
る
。

　

も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
執
行
権
の
位
置
づ
け
は
、
他
の
二
つ
の
権
力
に
よ
っ
て
執
行
権
独
自
の
立
場
が
「
す
り
潰
さ
れ
る
」
こ
と

を
意
味
し
て
は
い
な
い
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、「『
執
行
権
』
と
い
う
の
は
、
立
法
権
に
よ
っ
て
予
め
定
め
ら
れ
、
裁
判
権
に
よ
っ
て

最
終
的
な
拘
束
力
を
伴
っ
て
適
用
さ
れ
る
法
律
を
、
単
に
執
行
す
る
こ
と
に
尽
き
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
執
行
権
が
占
め
る
中
間

と
い
う
位
置
は
、
執
行
権
に
形
成
可
能
性
を
与
え
る
一
つ
の
─
相
対
的
に
─
独
立
し
た
領
域
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
。
と
り
わ
け
政
府
の

行
為
（Regierung

）
の
形
成
可
能
性
は
、
実
定
憲
法
に
お
い
て
保
障
さ
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
連
邦
総
理
大
臣
に
よ
る
政

策
の
基
本
方
針
に
つ
い
て
の
決
定
、
所
轄
大
臣
に
よ
る
自
己
の
管
轄
の
指
揮
（
基
本
法
六
五
条
）、
法
律
発
案
権
（
基
本
法
七
六
条
一

項
）
お
よ
び
予
算
発
案
権
（
基
本
法
一
一
〇
条
お
よ
び
一
一
三
条
）
の
行
使
、
外
交
政
策
を
代
表
し
そ
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
を
と
る
こ

と
（
基
本
法
五
九
条
）、
法
規
命
令
の
制
定
（
基
本
法
八
〇
条
）
等
は
、
実
定
憲
法
に
お
い
て
保
障
さ
れ
た
政
府
の
行
為
の
形
成
可
能

性
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
法
適
用
に
際
し
て
も
、
法
解
釈
の
最
終
決
定
権
を
有
す
る
裁
判
権
が
行
政
に
優
位
す
る
が
、
こ
の
こ
と
が
「
行

政
を
完
全
に
法
的
に
規
定
す
る
こ
と
」
と
取
り
違
え
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
行
政
に
は
、
様
々
な
形
成
余
地
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が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
執
行
活
動
に
際
し
て
、
行
政
は
消
極
的
な
形
成
余
地
を
有
し
て
お
り
、
こ
の
こ
と
は
、
行
政
に
対
し

て
「
活
動
余
地
が
一
切
残
さ
れ
な
い
よ
う
法
的
に
規
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
こ
と
か
ら
明
ら
か
に
な
る
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

「
た
と
え
警
察
法
が
、
あ
る
者
は
拘
置
さ
れ
得
る
と
規
定
し
て
い
た
と
し
て
も
、
警
察
は
、
逮
捕
の
詳
細
な
時
間
や
場
所
に
関
し
て
活

動
余
地
を
有
し
て
い
る
。
ま
た
、
緊
急
逮
捕
が
予
定
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
警
察
は
、
そ
の
際
に
、
制
服
か
私
服
の
い
ず
れ
で
逮
捕

す
る
の
か
等
に
つ
い
て
、
活
動
余
地
を
有
し
て
い
る
」
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
行
政
は
、
積
極
的
な
形
成
余
地
を
も
有
し
て
い
る
と
さ
れ

る
。
と
い
う
の
も
、「
立
法
者
は
、
例
え
ば
、
裁
量
、
計
画
お
よ
び
判
断
余
地
を
通
じ
て
、
行
政
に
積
極
的
に
、
さ
ら
な
る
形
成
権
限

を
与
え
得
る
」
か
ら
で
あ
る
。

第
三
款　

事
実
上
の
権
力
と
し
て
の
執
行
権

　

執
行
の
特
殊
性
は
、
機
関
お
よ
び
作
用
上
の
側
面
か
ら
の
み
な
ら
ず
、
事
実
上
の
側
面
か
ら
も
捉
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、「
立
法
機

関
お
よ
び
司
法
機
関
の
活
動
は
、
そ
れ
ら
が
何
ら
か
の
方
法
で
法
効
果
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
で
、
殆
ど
専
ら
規
範
領
域
で
展
開
す
る
の

に
対
し
て
、
執
行
は
、
そ
れ
以
上
に
多
様
な
方
法
で
、
事
実
上
、
社
会
的
現
実
へ
影
響
を
及
ぼ
す
」
と
い
う
側
面
で
あ
る
。
ポ
ッ
シ

ャ
ー
は
、
こ
う
し
た
執
行
権
の
事
実
上
の
特
殊
性
に
つ
い
て
、
ケ
ル
ゼ
ン
に
よ
る
記
述
を
引
用
す
る
。「
行
政
に
お
い
て
…
…
国
家
は
、

人
民
に
一
定
の
…
…
行
動
を
義
務
づ
け
る
の
み
な
ら
ず
、
つ
ま
り
行
政
目
的
を
間
接
的
に
の
み
追
求
す
る
だ
け
で
な
く
、
直
接
的
に
、

文
化
目
的
あ
る
い
は
威
力
目
的
を
促
進
す
る
事
態
す
ら
を
も
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。
国
家
は
、
病
院
を
開
設
し
そ
こ
で
患
者
を
治
療

す
る
、
学
校
を
創
立
し
て
授
業
を
す
る
、
鉄
道
を
営
む
こ
と
な
ど
が
で
き
る
」。

　

こ
の
よ
う
に
、
行
政
に
は
、
他
の
権
力
と
は
異
な
っ
て
、
特
別
な
事
実
上
の
活
動
可
能
性
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の

活
動
可
能
性
の
中
に
は
、「
他
の
権
力
に
優
位
す
る
事
実
上
の
権
力
に
備
わ
っ
て
い
る
潜
在
力
」
も
含
ま
れ
て
お
り
、「
こ
の
潜
在
力
が
、

行
政
の
固
有
性
（Proprium

）
の
本
質
を
な
す
」
と
さ
れ
る
。
ポ
ッ
シ
ャ
ー
に
よ
れ
ば
、
紛
争
事
例
に
お
け
る
法
の
実
行
や
法
の
貫
徹

（
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は
、
終
局
的
に
は
軍
や
警
察
の
力
か
ら
成
っ
て
い
る
こ
の
事
実
上
の
潜
在
力
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。
ゆ
え
に
、「
紛
争
事
例
に
お
い
て

法
を
実
行
し
、
そ
し
て
法
を
貫
徹
す
る
責
任
を
負
っ
て
い
る
」
の
は
、
軍
や
警
察
つ
ま
り
は
執
行
な
の
で
あ
り
、「
そ
の
限
り
で
、
執
行

は
、
事
実
上
の
意
味
に
お
い
て
、〝
執
行
し
て
い
る
〟〝
権
力
〟」
な
の
で
あ
る
。

第
四
款　

執
行
権
の
強
化
に
対
す
る
理
論
的
省
察

　

ポ
ッ
シ
ャ
ー
に
よ
れ
ば
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
を
権
力
分
立
的
に
特
徴
づ
け
て
い
る
の
は
「
執
行
権
の
強
化
」
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、

「
よ
り
多
く
の
テ
ー
マ
や
政
策
分
野
が
国
際
規
律
と
結
び
つ
け
ら
れ
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
い
っ
そ
う
決
定
が
政
府
間
交
渉
に
お
い
て
な
さ

れ
る
こ
と
が
多
く
な
り
、
議
会
は
─
そ
も
そ
も
関
与
し
て
い
る
に
し
て
も
─
も
は
や
既
定
の
交
渉
結
果
を
承
認
し
得
る
に
過
ぎ
な
い
こ

と
が
多
く
な
る
」
か
ら
で
あ
る
。
ポ
ッ
シ
ャ
ー
に
よ
る
と
、
斯
か
る
執
行
権
の
強
化
の
例
と
し
て
き
ま
っ
て
指
摘
さ
れ
る
の
は
Ｗ
Ｔ
Ｏ

設
立
協
定
の
議
決
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
票
決
の
直
前
に
な
っ
て
初
め
て
、
政
府
が
暫
定
的
に
翻
訳
し
た
二
万
六
千
ペ
ー
ジ
も
の
協
定
の

最
終
文
書
が
、
国
会
議
員
の
手
元
に
置
か
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
議
決
に
つ
い
て
は
Ｗ
Ｔ
Ｏ
の
専
門
家
も
、「
関
与
し
た
諸
政
府
で

す
ら
、
ど
の
決
定
権
限
が
Ｗ
Ｔ
Ｏ
へ
委
譲
さ
れ
た
の
か
を
自
覚
し
て
い
な
か
っ
た
─
ま
し
て
や
議
会
や
世
論
は
全
く
自
覚
し
て
い
な
か

っ
た
─
」
と
評
価
し
て
い
た
と
さ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
政
府
の
外
交
行
為
に
よ
る
執
行
権
の
強
化
に
対
し
て
、
ポ
ッ
シ
ャ
ー
は
、
規
範
的
に
（norm

ativ

）
か
つ
記
述
的
に

（deskriptiv

）
省
察
を
加
え
る
。
ま
ず
、
規
範
的
に
は
、「
民
主
制
・
憲
法
理
論
の
視
角
か
ら
す
れ
ば
、
ま
さ
に
議
会
に
お
け
る
論
争

や
、
そ
れ
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
公
開
性
が
、
諸
々
の
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
現
象
を
政
治
問
題
化
し
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
責
任

を
明
確
に
し
、
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
を
可
能
に
す
る
こ
と
に
貢
献
で
き
る
と
い
う
点
に
、
し
か
る
べ
き
過
程
の
問
題
が
あ
る
」
と
省
察
さ

れ
る
。
次
に
、
記
述
的
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
省
察
が
な
さ
れ
る
。「
現
実
的
な
民
主
制
理
論
と
い
う
意
味
で
は
、
国
際
的
協
働
へ
の

議
会
の
適
切
な
関
与
は
、
フ
リ
ッ
ツ
・
シ
ャ
ル
フ
（Fritz Scharpf

）
が
指
摘
し
た
〔
規
範
理
論
的
な
根
拠
と
は
〕
別
の
根
拠
か
ら
し
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て
も
有
益
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
国
内
の
議
会
が
、
国
際
的
な
交
渉
政
策
に
つ
い
て
の
現
実
的
選
択
と
関
連
づ
け
ら
れ
な
け
れ
ば
、
政

策
に
対
し
て
非
現
実
的
な
要
求
を
す
る
こ
と
に
な
り
、
現
実
的
な
解
決
策
が
提
案
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
そ
の
よ
う
な
要
求
が
政
治
シ
ス

テ
ム
を
全
体
と
し
て
否
認
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
ま
さ
に
非
現
実
的
な
政
治
信
念
の
下
で
苦
し
ん
だ
ヴ

ァ
イ
マ
ル
と
構
造
上
類
似
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」。

　

以
上
の
理
論
的
省
察
を
理
由
に
、「
様
々
な
協
働
型
体
へ
の
議
会
の
関
与
権
限
を
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ッ
シ
ュ
に
探
り
尽
く
す
」
と
さ
れ
、

次
節
で
述
べ
る
よ
う
に
、
外
交
権
の
枠
内
に
お
け
る
議
会
の
決
定
権
、
Ｅ
Ｕ
問
題
へ
の
議
会
の
関
与
権
、
さ
ら
に
は
、
一
般
的
な
国
際

的
協
働
型
体
へ
の
議
会
の
関
与
権
が
導
出
さ
れ
る
。

第
三
節　

実
定
憲
法
内
在
的
な
議
会
の
関
与
権
の
導
出
─
─
政
府
の
外
交
行
為
に
対
す
る
実
定
憲
法
上
の
要
請

　

ま
ず
、
ポ
ッ
シ
ャ
ー
に
よ
る
と
、
連
邦
議
会
に
は
外
交
権
の
枠
内
に
お
け
る
一
連
の
特
別
な
決
定
権
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
例
え
ば
、

連
邦
議
会
は
、
国
際
条
約
の
締
結
に
際
し
て
の
同
意
権
（
五
九
条
二
項
一
文
）
や
、
高
権
の
委
譲
に
つ
い
て
の
排
他
的
権
能
（
二
四
条

一
項
）
を
駆
使
す
る
。
さ
ら
に
連
邦
国
防
軍
の
派
兵
に
関
し
て
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
議
会
留
保
を
発
展
さ
せ
て
き
た
と
さ
れ
る
。

「
ま
さ
に
こ
の
議
会
留
保
が
示
す
の
は
、
連
邦
議
会
の
関
与
が
国
際
的
協
働
を
政
治
問
題
化
す
る
の
に
ど
れ
だ
け
貢
献
し
得
る
か
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
海
外
派
兵
は
公
的
議
論
の
お
決
ま
り
の
テ
ー
マ
に
な
っ
た
ど
こ
ろ
か
、
も
は
や
信
任
問
題
の
対
象
と
な
っ
た
」。

　

し
か
も
、
政
治
的
な
論
争
が
起
き
る
た
め
に
は
、
連
邦
議
会
の
特
別
な
決
定
権
よ
り
も
関
与
権
の
方
が
重
要
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
と

い
う
の
も
、
議
院
内
閣
制
に
お
い
て
は
、
議
会
の
多
数
派
と
政
府
の
一
致
が
予
想
さ
れ
る
の
で
、
政
治
的
論
争
が
行
わ
れ
る
た
め
に
は
、

連
邦
議
会
が
国
際
的
な
決
定
過
程
に
総
じ
て
関
与
す
る
こ
と
の
方
が
有
効
だ
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
ポ
ッ
シ
ャ
ー
に
よ
る
と
、「
連
邦

議
会
が
丸
ご
と
関
与
す
る
こ
と
は
、
政
府
と
反
対
派
と
の
公
的
な
論
争
を
通
じ
て
、
政
治
上
の
責
任
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
本
質
的
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に
貢
献
し
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
民
主
制
的
応
答
の
過
程
に
も
貢
献
す
る
」
と
さ
れ
る
。
ゆ
え
に
ポ
ッ
シ
ャ
ー
は
、
基
本
法
二
三
条
二

項
お
よ
び
三
項
か
ら
、
Ｅ
Ｕ
問
題
へ
の
連
邦
議
会
の
特
別
な
関
与
権
を
導
出
す
る
。
こ
の
関
与
権
に
よ
っ
て
、
連
邦
議
会
は
、
Ｅ
Ｕ
の

法
創
設
の
中
へ
組
み
入
れ
ら
れ
る
も
の
と
さ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、「
基
本
法
二
三
条
は
、
連
邦
議
会
が
国
内
に
お
け
る
法
創
設
の
中

心
的
な
立
役
者
と
し
て
の
み
理
解
さ
れ
る
の
で
は
も
は
や
な
く
、
Ｅ
Ｕ
の
法
創
設
と
い
う
普
段
の
仕
事
に
関
与
す
る
多
く
の
機
関
の
一

つ
と
し
て
も
理
解
さ
れ
る
こ
と
を
も
前
提
と
し
て
い
る
」
か
ら
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
ポ
ッ
シ
ャ
ー
に
よ
る
と
、「
国
際
化
さ
れ
た
過
程
が
、
ま
す
ま
す
重
要
な
意
義
を
有
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
鑑
み
る

と
、
基
本
法
二
三
条
二
項
お
よ
び
三
項
に
よ
る
特
別
の
関
与
権
は
、
連
邦
議
会
と
連
邦
政
府
と
の
間
で
の
一
般
的
な
協
働
型
体
へ
継
続

的
に
発
展
さ
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
。
ゆ
え
に
、「
あ
る
べ
き
憲
法
で
は
（D

e constitutione ferenda

）、
特
別
の
関
与

権
が
外
交
問
題
へ
普
く
拡
大
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
基
本
法
四
五
条
二
文
の
委
任
可
能
性
が
、
連
邦
議
会
の
能
力
を
向
上
さ
せ
る
よ
う
、

専
門
委
員
会
に
ま
で
拡
げ
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
か
」
と
述
べ
ら
れ
る
。
し
か
し
他
方
で
、
す
で
に
現
行
憲
法
か
ら
で
も
、
こ
の
関
与

権
の
本
質
的
な
要
素
を
導
出
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
ポ
ッ
シ
ャ
ー
は
、「
国
際
化
し
た
法
定
立
手
続
に
お
け

る
参
加
者
と
し
て
の
連
邦
議
会
の
新
た
な
役
割
に
と
っ
て
、
包
括
的
か
つ
『
で
き
る
限
り
早
期
の
』
情
報
が
決
定
的
に
重
要
で
あ
る
」

と
し
、
連
邦
政
府
に
対
す
る
連
邦
議
会
の
態
度
決
定
や
早
期
に
お
け
る
情
報
の
要
求
な
ど
を
通
じ
て
、
関
与
権
の
本
質
的
な
要
素
を
引

き
出
す
。
こ
の
連
邦
議
会
の
情
報
権
に
対
応
す
る
の
は
、「
基
本
法
三
八
条
一
項
に
基
づ
く
連
邦
議
会
の
一
般
的
な
参
画
・
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
権
お
よ
び
議
員
の
権
利
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
。
ま
た
、「
特
に
国
際
組
織
に
お
け
る
展
開
を
も
含
む
基
本
法
五
九
条
二
項
一
文
の

適
用
対
象
と
な
る
領
域
に
お
い
て
は
、
情
報
が
包
括
的
に
そ
し
て
特
に
早
期
に
必
要
と
さ
れ
る
こ
と
が
如
何
な
る
場
合
で
も
許
容
さ
れ
、

こ
れ
に
よ
っ
て
、
連
邦
議
会
は
、
政
府
間
交
渉
が
行
わ
れ
て
い
る
最
中
で
も
〔
政
府
か
ら
の
情
報
を
〕
持
ち
込
み
得
る
と
い
う
こ
と
が
、

機
関
誠
実
の
原
則
か
ら
導
出
で
き
る
」
と
さ
れ
る
。
さ
ら
に
こ
の
領
域
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
も
述
べ
ら
れ
る
。「
基
本
法
五
九
条
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二
項
一
文
の
適
用
対
象
と
な
る
領
域
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
国
際
組
織
が
含
ま
れ
る
。
国
際
組
織
の
重
要
性
が
高
ま
っ
た
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、

こ
れ
ら
の
組
織
に
関
与
す
る
─
こ
の
こ
と
は
例
え
ば
Ｆ
Ａ
Ｏ
、
Ｗ
Ｈ
Ｏ
、
Ｕ
Ｎ
Ｅ
Ｓ
Ｃ
Ｏ
へ
の
加
盟
と
見
な
さ
れ
る
の
と
は
異
な
る
─

た
め
の
条
約
は
、
拘
束
力
の
あ
る
規
律
を
発
布
す
る
権
限
が
こ
れ
ら
の
組
織
に
与
え
ら
れ
て
い
な
い
場
合
で
も
、
基
本
法
五
九
条
二
項

の
意
味
に
お
け
る
連
邦
が
結
ぶ
政
治
的
関
係
と
関
連
し
て
い
る
」。

小
括　

ポ
ッ
シ
ャ
ー
理
論
の
意
義

　

ポ
ッ
シ
ャ
ー
に
よ
る
権
限
確
定
論
に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
る
の
は
、
法
テ
ク
ス
ト
た
る
基
本
法
の
解
釈
を
基
礎
に
、
権
限
規
定
の
内

容
を
、
よ
り
技
巧
的
な
適
用
、
教
授
お
よ
び
修
得
が
可
能
と
な
る
よ
う
な
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ッ
シ
ュ
な
法
言
明
に
体
系
化
す
る
法
的
作
業
、

す
な
わ
ち
権
限
規
定
の
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ッ
シ
ュ
な
構
造
化
で
あ
る
。
本
章
で
は
特
に
、
執
行
権
を
め
ぐ
る
権
限
確
定
に
着
目
す
る
こ
と

で
、
あ
く
ま
で
実
定
憲
法
の
条
文
に
即
し
て
執
行
権
を
構
成
す
る
可
能
性
が
示
さ
れ
た
。

　

斯
か
る
法
的
構
成
を
許
容
し
得
る
ポ
ッ
シ
ャ
ー
学
説
の
第
一
の
意
義
は
、
国
際
化
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
化
な
ど
の
進
展
を
背
景
に
様
々
な

規
律
現
象
が
生
じ
て
い
る
中
で
、
如
何
な
る
規
律
現
象
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
な
議
会
関
与
の
可
能
性
が
あ
り
得
る
の
か
を
、
基
本
法

ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
に
よ
っ
て
探
求
し
た
点
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
外
交
権
の
枠
内
に
お
け
る
一
連
の
議
会
の
決
定
権

（
五
九
条
二
項
一
文
お
よ
び
二
四
条
一
項
）、
Ｅ
Ｕ
問
題
へ
の
議
会
の
関
与
権
（
二
三
条
二
項
お
よ
び
三
項
）、
さ
ら
に
は
、
一
般
的
な

国
際
的
協
働
型
体
へ
の
議
会
の
関
与
権
（
三
八
条
一
項
）
な
ど
の
要
請
を
、
実
定
憲
法
に
即
し
て
導
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
る
。

　

こ
れ
に
し
た
が
っ
て
第
二
の
意
義
は
、
関
与
権
限
の
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ッ
シ
ュ
な
探
究
の
結
果
、
議
会
関
与
の
要
請
か
ら
免
れ
得
る
グ

ロ
ー
バ
ル
化
を
背
景
と
し
た
規
律
現
象
の
射
程
も
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
で
、
斯
か
る
現
象
に
対
し
て
如
何
な
る
理
論
構
築
が
必
要
な

の
か
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
点
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
ポ
ッ
シ
ャ
ー
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
を
背
景
と
し
た
規
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律
現
象
に
対
し
て
、
民
主
制
理
論
の
再
構
築
を
試
み
て
は
い
る
が
、
そ
こ
で
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、
理
論
構
築
の
方
向
性
の
み
で
あ
る
。

お 

わ 

り 

に

　

本
稿
で
は
、
現
在
の
ド
イ
ツ
公
法
学
に
お
け
る
権
力
分
立
論
の
画
期
を
な
し
得
る
メ
ラ
ー
ス
お
よ
び
ポ
ッ
シ
ャ
ー
の
学
説
を
参
照
す

る
こ
と
に
よ
り
、
権
力
分
立
批
判
に
依
拠
し
た
執
行
権
の
憲
法
的
構
成
が
研
究
さ
れ
た
。
結
論
的
に
、
メ
ラ
ー
ス
お
よ
び
ポ
ッ
シ
ャ
ー

は
、
外
交
行
為
を
実
定
憲
法
上
の
要
請
に
服
せ
し
め
得
る
構
成
を
採
用
し
て
い
る
。

　

ま
ず
、
メ
ラ
ー
ス
の
憲
法
的
構
成
に
よ
れ
ば
、
自
己
決
定
に
定
位
し
た
基
本
法
二
〇
条
二
項
二
文
の
解
釈
か
ら
、
権
力
を
判
別
す
る

規
準
で
あ
る
権
力
区
分
が
導
出
さ
れ
る
。
こ
の
権
力
区
分
に
よ
れ
ば
、
従
来
執
行
権
に
帰
属
す
る
と
さ
れ
て
い
た
外
交
行
為
、
就
中
条

約
の
締
結
を
、
立
法
に
よ
る
法
創
設
形
式
と
す
る
こ
と
が
憲
法
上
の
要
請
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
構
成
に
よ
れ
ば
、
基
本
法
五

九
条
二
項
一
文
の
適
用
範
囲
を
限
定
的
に
解
釈
し
て
、
外
交
行
為
に
よ
る
義
務
の
創
律
へ
の
議
会
の
関
与
権
を
制
限
す
る
こ
と
は
違
憲

と
さ
れ
る
。
次
に
、
ポ
ッ
シ
ャ
ー
の
憲
法
的
構
成
に
よ
れ
ば
、
権
力
区
分
の
よ
う
な
明
文
化
さ
れ
て
い
な
い
法
的
概
念
を
駆
使
す
る
の

で
は
な
く
、
実
定
憲
法
内
在
的
に
、
議
会
の
関
与
権
に
つ
い
て
の
憲
法
上
の
要
請
が
導
き
出
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
構
成
に
よ
れ
ば
、

グ
ロ
ー
バ
ル
化
を
背
景
と
し
た
諸
々
の
規
律
現
象
に
対
し
て
、
実
定
憲
法
に
基
づ
く
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ッ
シ
ュ
な
対
応
可
能
性
の
み
な
ら

ず
、
そ
の
限
界
を
も
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
い
ず
れ
の
構
成
に
依
拠
し
て
も
、
法
的
に
覊
束
さ
れ
て
い
な
い

外
交
行
為
は
憲
法
上
許
さ
れ
ず
、
違
憲
と
な
り
得
る
。

　

グ
ロ
ー
バ
ル
化
な
ど
の
進
展
を
背
景
に
強
大
化
し
て
い
る
政
府
の
行
為
を
法
理
論
化
す
る
に
際
し
て
、「
権
力
分
立
」
や
「
執
行

権
」
な
ど
の
伝
統
的
概
念
も
再
構
成
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
。
現
在
の
ド
イ
ツ
公
法
学
に
お
い
て
、
斯
か
る
再
構
成
を
伝
統
的
な
権

力
分
立
を
批
判
・
相
対
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
遂
行
し
よ
う
と
す
る
典
型
的
な
論
者
が
、
本
稿
で
と
り
あ
げ
た
メ
ラ
ー
ス
お
よ
び
ポ
ッ
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シ
ャ
ー
で
あ
る
。
彼
ら
に
よ
る
憲
法
的
構
成
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
様
に
練
上
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、「
外
交
行
為
」
に
対
す
る
憲
法
上

の
要
請
と
し
て
「
議
会
の
関
与
」
が
帰
結
さ
れ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
共
通
す
る
側
面
を
も
有
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、「
外
交
行

為
」
に
し
て
も
「
議
会
の
関
与
」
に
し
て
も
、
そ
の
形
態
は
多
様
化
し
て
お
り
、
構
成
を
眼
目
と
し
た
本
稿
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
を
個

別
に
分
析
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
ゆ
え
に
、
こ
れ
ら
の
よ
り
具
体
的
な
態
様
に
着
目
し
た
議
論
を
さ
ら
に
分
析
す
る
必
要
が
あ

る
。
こ
の
点
、
近
時
の
ド
イ
ツ
公
法
学
に
お
い
て
は
、「
外
交
行
為
」、「
議
会
の
関
与
」
を
め
ぐ
っ
て
、
メ
ラ
ー
ス
や
ポ
ッ
シ
ャ
ー
以

上
に
詳
細
な
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
二
〇
〇
五
年
三
月
一
八
日
に
公
布
さ
れ
た
「
武
装
し
た
軍
隊
の
国
外
出
動
決
定
に

際
し
て
の
議
会
の
関
与
に
関
す
る
法
律
」（
議
会
関
与
法
）
は
、「
武
装
し
た
ド
イ
ツ
軍
が
国
外
に
出
動
す
る
際
の
連
邦
議
会
の
関
与
に

つ
い
て
の
形
式
お
よ
び
範
囲
」
を
規
律
し
て
い
る
（
議
会
関
与
法
一
条
一
項
）。
同
法
律
の
解
釈
論
あ
る
い
は
実
務
レ
ベ
ル
で
の
運
用

に
つ
い
て
の
議
論
な
ど
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
具
体
的
な
場
面
を
想
定
し
た
「
議
会
の
関
与
」
の
態
様
を
把
握
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

ま
た
、
基
本
法
二
三
条
に
よ
る
Ｅ
Ｕ
問
題
へ
の
議
会
の
関
与
権
も
、
二
〇
〇
九
年
九
月
二
二
日
に
公
布
さ
れ
た
「
Ｅ
Ｕ
事
項
に
お
け
る

連
邦
議
会
お
よ
び
連
邦
参
議
院
に
よ
る
統
合
責
任
の
遂
行
に
関
す
る
法
律
」（
統
合
責
任
法
）
や
二
〇
一
三
年
七
月
四
日
に
公
布
さ
れ
た

「
Ｅ
Ｕ
問
題
に
お
け
る
連
邦
政
府
お
よ
び
ド
イ
ツ
連
邦
議
会
の
協
働
に
関
す
る
法
律
」
に
よ
っ
て
よ
り
具
体
的
に
強
化
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
立
法
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
権
力
分
立
の
議
論
枠
組
み
か
ら
す
れ
ば
執
行
府
の
典
型
的
・
中
核
的

形
成
領
域
と
み
な
さ
れ
て
き
た
軍
事
・
外
交
領
域
に
お
い
て
さ
え
、
議
会
の
関
与
を
強
化
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
看
取
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
こ
う
し
た
中
で
展
開
・
転
回
さ
れ
る
「
議
会
の
関
与
」
を
め
ぐ
る
議
論
が
、
伝
統
的
に
通
用
し
て
き
た
「
執
行
権
」
を
再
構
成
す

る
際
に
ど
の
よ
う
に
取
り
込
ま
れ
、
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
如
何
な
る
法
的
構
成
が
可
能
と
な
る
の
か
を
、
今
後
さ
ら
に
研
究
す
る
こ
と

と
し
た
い
。

（
70
）

（
71
）

（
72
）
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ポ
ッ
シ
ャ
ー
（
一
九
六
二
─
）
は
、
ベ
ル
リ
ン
・
フ
ン
ボ
ル
ト
大
学
に
お
い
てH

abilitationsschrift

「Grundrechte als A
bw

eh-
rrechte. Reflexive Regelung rechtlich geordneter Freiheit

」（2002

）
を
執
筆
し
た
後
、
ボ
ー
フ
ム
大
学
法
学
部
教
授
（
二
〇
〇
三

年
一
二
月
─
二
〇
〇
九
年
九
月
）
を
経
て
、
二
〇
〇
九
年
一
〇
月
か
ら
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
大
学
法
学
部
国
家
学
・
法
哲
学
研
究
所
の
第
二
講
座

（
法
哲
学
）
を
担
当
し
て
い
る
。
な
お
、
本
稿
で
主
と
し
て
参
照
す
る
ポ
ッ
シ
ャ
ー
の
著
作
を
、
次
の
よ
う
に
略
記
す
る
。

・V
V

D
StRL 67 

…
…
…
… D

as V
erfassungsrecht vor den H

erausforderungen der Globalisierung, V
eröffentlichungen 

der V
ereinigung der D

eutschen Staatsrechtslehrer, Band 67, D
e Gruyter Recht, Berlin 2008, S. 160 ff.

・Funktionenordnung 

… Funktionenordnung des Grundgesetzes, in: W
olfgang H

offm
ann-Riem

/Eberhard Schm
idt-

A
ßm

ann/A
ndreas V

oßkuhle (H
rsg.), Grundlagen des V

erw
altungsrechts, Bd. I, 2. A

ufl., C.H
.Beck, M

ünchen 2012, 

§8, S. 543 ff.
（
本
書
の
初
版
は
二
〇
〇
六
年
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
改
版
に
あ
た
っ
て
は
、
本
稿
第
一
章
で
扱
っ
た
メ
ラ
ー
ス
の
論
文

「D
ogm

atik der grundgesetzlichen Gew
altengliederung, A

öR Bd. 132

（2007

）」
も
踏
ま
え
ら
れ
て
お
り
、
例
え
ば
新
た
に

加
筆
さ
れ
た
脚
註
二
〇
六
に
お
い
て
は
、
当
該
論
文
に
対
し
て
批
判
的
な
言
及
が
な
さ
れ
て
い
る
。）

・Rechtsdogm
atik 

…
…
… Rechtsdogm

atik als herm
eneutische D

isziplin. Zum
 interpretativen Charakter der Rechts-

fortbildung, in: Jakob N
olte/Ralf Poscher/H

enner W
olter (H

rsg.), D
ie V

erfassung als A
ufgabe von W

issenschaft, 
Praxis und Ö

ffentlichkeit. Freundesgabe für Bernhard Schlink zum
 70. Geburtstag, C.F. M

üller, H
eidelberg u.a. 

2014, S. 203 ff.
Poscher, Rechtsdogm

atik 

〔
以
下
の
引
用
箇
所
に
は
頁
数
の
み
を
記
す
〕
に
よ
る
と
、
ポ
ッ
シ
ャ
ー
は
、
法
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
を

「
法
学
の
中
核
的
学
問
分
野
」（S. 203

）
と
し
て
位
置
づ
け
る
。
そ
の
他
の
法
分
野
、
す
な
わ
ち
、
法
制
史
、
法
社
会
学
、
法
哲
学
、
法
経

済
学
、
法
人
類
学
な
ど
が
重
要
な
学
問
分
野
で
あ
る
こ
と
は
否
定
さ
れ
な
い
が
、
法
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
に
対
し
て
は
付
随
的
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

と
い
う
の
も
、「
法
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
は
、『
法
』
シ
ス
テ
ム
の
理
解
お
よ
び
そ
の
継
続
的
発
展
の
方
途
な
の
で
あ
り
、
─
す
で
に
マ
ッ
ク
ス
・

ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
法
社
会
学
に
関
し
て
こ
の
こ
と
を
強
調
し
た
よ
う
に
─
こ
れ
ら
の
法
分
野
が
法
の
意
味
理
解
を
常
に
要
件
と
す
る
限
り
、
法
ド

グ
マ
ー
テ
ィ
ク
は
、
こ
れ
ら
の
法
分
野
に
よ
っ
て
前
提
と
さ
れ
る
」（S. 203
）
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
法
学
諸
分
野
の
中
核
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
法
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
、
ポ
ッ
シ
ャ
ー
は
、
そ
の
「
ヘ
ル
メ
ノ
イ

テ
ィ
ッ
シ
ュ
な
性
格
」（S. 203

）
を
強
調
す
る
。
す
な
わ
ち
、「
法
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
と
は
詰
ま
る
と
こ
ろ
、
法
テ
ク
ス
ト
の
解
釈
を
主
題
に

（
1
）

（
2
）
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し
て
い
る
。
法
テ
ク
ス
ト
の
解
釈
を
基
礎
に
し
て
、
法
ド
グ
マ
テ
ィ
カ
ー
は
、
法
テ
ク
ス
ト
の
内
容
を
、
よ
り
技
巧
的
な
操
作
が
可
能
と
な
る

よ
う
な
法
言
明
に
、
つ
ま
り
、
よ
り
技
巧
的
な
適
用
、
教
授
お
よ
び
修
得
が
可
能
と
な
る
よ
う
な
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ッ
シ
ュ
な
法
言
明
に
体
系
化

す
る
」（S. 203 f.

）
と
さ
れ
る
。
斯
か
る
体
系
化
は
、「
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ッ
シ
ュ
な
構
造
化
」（S. 204

）
と
言
い
換
え
ら
れ
、
例
え
ば
「
個
々

の
法
規
範
に
関
し
て
き
わ
め
て
非
画
一
的
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
る
テ
ク
ス
ト
か
ら
、
如
何
に
し
て
、
非
常
に
一
般
的
な
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ッ
シ
ュ

な
構
造
を
展
開
し
得
る
の
か
を
教
示
す
る
」（S. 204

）
ド
イ
ツ
の
代
表
的
な
憲
法
教
科
書
に
お
い
て
そ
れ
が
行
わ
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
。
更

に
、
こ
の
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ッ
シ
ュ
な
構
造
化
は
、
法
素
材
へ
ア
ク
セ
ス
し
、
そ
れ
に
取
り
組
む
こ
と
を
容
易
に
す
る
の
み
な
ら
ず
、「
法
素
材

の
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ッ
シ
ュ
な
構
築
に
は
常
に
、
法
素
材
の
再
整
備
（A

rrondierung

）、
変
化
し
た
事
実
関
係
へ
の
法
素
材
の
応
用
、
そ
し
て
、

法
の
不
確
定
性
の
除
去
が
伴
う
」（S. 204

）
と
さ
れ
る
。「
要
す
る
に
、
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ッ
シ
ュ
な
法
的
作
業
と
は
、
所
定
の
ル
ー
ル
の
現
存

在
（vorgegebenen Regelungsbestand

）
の
単
な
る
体
系
的
な
秩
序
づ
け
と
い
う
こ
と
以
上
に
、
そ
の
現
存
在
を
継
続
的
に
発
展
さ
せ
て

ゆ
く
こ
と
と
も
常
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
ゆ
え
に
法
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
は
、
法
の
継
続
形
成
す
な
わ
ち
法
定
立
を
伴
う
」（S. 204

）
と
さ
れ

る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
法
の
継
続
形
成
（
法
定
立
）
は
、「
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ッ
シ
ュ
な
法
の
継
続
形
成
」（S. 204

）
と
称
さ
れ
る
。

Poscher, Rechtsdogm
atik

に
お
い
て
は
、
こ
の
「
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ッ
シ
ュ
な
法
の
継
続
形
成
」
が
、
他
の
法
の
継
続
形
成
、
す
な
わ
ち
、

「
議
会
に
よ
る
法
定
立
あ
る
い
は
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
命
令
制
定
者
や
条
例
制
定
者
に
よ
る
法
定
立
」（「
立
法
者
に
よ
る
法
定
立
」）
と
如
何
な
る

点
に
お
い
て
異
な
る
の
か
が
問
題
に
さ
れ
た
。
ポ
ッ
シ
ャ
ー
に
よ
る
と
、「
こ
の
問
い
は
、
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ッ
シ
ュ
な
法
の
継
続
形
成
の
中
に

政
策
立
法
の
変
種
を
見
る
に
過
ぎ
な
い
様
々
な
政
治
的
傾
向
の
法
リ
ア
リ
ス
ト
に
の
み
投
げ
掛
け
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
ハ
ン
ス
・
ケ
ル
ゼ

ン
の
よ
う
な
規
範
論
者
に
も
投
げ
掛
け
ら
れ
る
。
ケ
ル
ゼ
ン
か
ら
す
れ
ば
、
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ッ
シ
ュ
な
法
の
継
続
形
成
は
、
単
純
に
法
秩
序
の

さ
ら
な
る
具
体
化
段
階
を
形
成
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
そ
の
段
階
は
、
憲
法
が
単
純
立
法
者
に
委
ね
て
い
る
活
動
余
地
と
構
造
上
区
別
さ
れ
な
い

活
動
余
地
に
基
づ
い
て
い
る
。
単
純
法
の
不
確
定
性
に
よ
っ
て
法
適
用
者
に
開
か
れ
る
活
動
余
地
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
法
適
用
者
は
、
憲
法

の
活
動
余
地
の
範
囲
内
に
お
け
る
立
法
者
と
全
く
同
じ
よ
う
に
し
て
、
法
を
定
立
す
る
の
で
あ
る
［
原
註
─H

. K
elsen, Reine Rechtsleh-

re, 2. vollst. neu bearb. und erw
. A

ufl. 1960, S. 239-260.

］」（S. 204 f.

）。
こ
の
よ
う
に
ケ
ル
ゼ
ン
を
も
批
判
す
る
ポ
ッ
シ
ャ
ー
に
よ

れ
ば
、
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ッ
シ
ュ
な
法
の
継
続
形
成
は
、
そ
れ
が
「
ヘ
ル
メ
ノ
イ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
な
要
素
」（S. 205

）
を
含
ん
で
い
る
点
に
お
い

て
、
立
法
者
に
よ
る
法
定
立
と
は
異
な
る
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
要
素
は
、
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ッ
シ
ュ
な
法
の
継
続
形
成
の
論
証
（Rechtfer-

tigung

）
に
対
し
て
立
て
ら
れ
る
諸
々
の
要
請
の
中
で
明
ら
か
に
な
る
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
ポ
ッ
シ
ャ
ー
に
よ
る
と
、「
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ッ
シ
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ュ
な
法
の
継
続
形
成
は
、
立
法
者
に
よ
る
法
定
立
と
は
異
な
り
、
ヘ
ル
メ
ノ
イ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
な
活
動
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
立
法
者
に
よ
る

法
定
立
は
、
そ
の
論
証
の
構
造
か
ら
し
て
、
ガ
ダ
マ
ー
が
ロ
マ
ン
主
義
の
産
物
と
し
て
遺
そ
う
と
し
た
い
わ
ゆ
る
歴
史
学
的
な
い
し
心
理
学
的

解
釈
に
相
当
す
る
か
ら
で
あ
る
。
非
・
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ッ
シ
ュ
な
法
定
立
と
は
異
な
り
、
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ッ
シ
ュ
な
法
の
継
続
形
成
は
、
も
は

や
如
何
な
る
所
定
も
テ
ク
ス
ト
に
含
ま
れ
て
い
な
い
場
合
で
も
、
テ
ク
ス
ト
解
釈
と
し
て
論
証
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（S. 205

）
と
さ

れ
る
。

要
す
る
に
、
立
法
者
に
よ
る
法
定
立
と
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ッ
シ
ュ
な
法
の
継
続
形
成
と
が
区
別
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
法
定
立
に
対
し
て

立
て
ら
れ
る
「
論
証
要
請
（Rechtfertigungsanforderungen

）」（S. 208

）
が
異
な
る
た
め
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
方
で
、
立
法
者
に

よ
る
法
定
立
は
、
法
定
立
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
た
ル
ー
ル
内
容
の
「
事
態
適
合
性
（Sachangem

essenheit

）」（S. 208

）
に
よ
っ
て
論
証
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
警
察
法
の
立
法
者
を
例
に
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
。「
警
察
法
の
立
法
者
で
あ
れ

ば
、
表
見
的
危
険
（A

nscheinsgefahr

）
や
危
険
の
疑
い
（Gefahrverdacht

）
に
関
す
る
ど
の
ル
ー
ル
が
立
法
者
の
目
的
に
適
っ
て
い
る

か
を
単
純
に
考
慮
す
る
で
あ
ろ
う
。
立
法
者
は
法
的
定
義
を
行
う
こ
と
で
、
そ
の
ル
ー
ル
を
危
険
概
念
に
従
属
さ
せ
た
り
、
そ
の
概
念
か
ら
除

外
し
た
り
す
る
、
あ
る
い
は
、
そ
の
ル
ー
ル
を
全
く
別
の
ル
ー
ル
枠
組
み
に
従
属
さ
せ
る
か
も
し
れ
な
い
─
例
え
ば
危
険
の
疑
い
の
あ
る
状
況

に
対
す
る
危
険
調
査
介
入
（Gefahrerforschungseingriffe

）
の
み
を
許
す
か
も
し
れ
な
い
。
ど
の
よ
う
な
決
定
を
す
る
に
し
て
も
、
立
法

者
は
自
ら
の
決
定
を
、
一
つ
の
あ
る
い
は
他
の
ル
ー
ル
の
事
態
適
合
性
に
よ
っ
て
論
拠
づ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
立
法
者
が
自
身
の
ル
ー
ル

の
事
態
適
合
性
に
関
し
て
十
分
な
根
拠
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
、
こ
れ
が
あ
り
得
る
対
立
論
拠
と
比
べ
て
よ
り
良
い
根
拠
で
も
あ
る
場
合
、
当

該
立
法
者
は
合
理
的
方
法
で
自
ら
に
対
し
て
立
て
ら
れ
得
る
論
証
の
要
請
を
満
た
し
た
の
で
あ
る
」（S. 208 f.

）。
他
方
で
、
ド
グ
マ
ー
テ
ィ

ッ
シ
ュ
な
法
の
継
続
形
成
（「
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ッ
シ
ュ
な
法
定
立
」）
は
、
そ
れ
が
主
と
し
て
「
テ
ク
ス
ト
解
釈
」
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
論
証

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。「
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ッ
シ
ュ
な
法
定
立
は
、
そ
の
論
証
の
た
め
に
、
あ
る
ル
ー

ル
の
事
態
適
合
性
の
み
を
拠
り
所
に
は
し
な
い
。
法
学
は
、
法
律
が
如
何
な
る
所
定
を
も
含
ん
で
い
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
あ
る
決
定
あ
る

い
は
事
態
適
合
的
な
そ
の

0

0

決
定
を
問
う
だ
け
の
純
粋
な
社
会
学
に
は
な
り
得
な
い
。
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
は
、
何
時
如
何
な
る
と
き
も
、
事
態
か

ら
し
て
の
正
義
（Sachgerechtigkeit

）
の
み
に
よ
っ
て
論
拠
づ
け
を
行
い
得
る
も
の
で
は
な
く
、
テ
ク
ス
ト
解
釈
と
し
て
の
法
定
立
が
論
証

さ
れ
得
る
こ
と
を
も
常
に
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（S. 209

）。

Poscher, Funktionenordnung, Rn. 30

に
よ
れ
ば
、
権
力
分
立
原
則
（Gew

altenteilungsgrundsatz

）
に
対
し
て
は
、
連
邦
憲
法

（
3
）
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裁
判
所
判
決
、
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
お
よ
び
教
科
書
に
お
い
て
、
理
論
上
の
敬
意
表
明
が
き
ま
っ
て
述
べ
ら
れ
る
。
ポ
ッ
シ
ャ
ー
は
、
こ
れ
ら
の

理
論
上
の
敬
意
表
明
と
は
対
照
的
に
、
権
力
分
立
原
則
の
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
上
の
特
徴
は
研
ぎ
澄
ま
さ
れ
て
い
る
と
評
価
し
た
上
で
、
同
原
則

を
め
ぐ
る
解
釈
論
を
次
の
よ
う
に
三
つ
の
類
型
に
大
別
す
る
（V

gl. Poscher, Funktionenordnung, Rn. 31-39

）。

第
一
の
類
型
は
、「
総
合
的
理
解
」
と
題
さ
れ
る
。
こ
の
類
型
に
お
い
て
、
基
本
法
二
〇
条
二
項
二
文
は
、
独
自
の
意
味
を
も
つ
条
文
と
し

て
で
は
な
く
、
国
家
機
関
の
権
限
を
定
め
た
諸
々
の
規
定
の
集
合
概
念
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
ゆ
え
に
、
立
法
、
執
行
お
よ
び
司
法
の
権
限
は
、

二
〇
条
二
項
二
文
以
外
の
個
別
規
定
に
よ
っ
て
確
定
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
二
〇
条
二
項
二
文
は
、
そ
の
よ
う
に
権
限
が
個
別
に
規
定
さ
れ
て
い

る
状
態
を
総
称
す
る
に
す
ぎ
な
い
と
さ
れ
る
。
と
り
わ
け
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
決
が
権
力
分
立
原
則
の
バ
ラ
ン
ス
機
能
を
強
調
す
る
場
合
、

こ
の
総
合
的
理
解
に
近
づ
く
と
さ
れ
る
。V

gl. BV
erfGE 9, 268 (279); BV

erfGE 22, 106 (111).

第
二
の
類
型
は
、「
原
則
・
例
外
・
核
心
領
域
モ
デ
ル
」
と
題
さ
れ
る
。
こ
の
類
型
に
お
い
て
は
ま
ず
、
基
本
法
二
〇
条
二
項
二
文
に
よ
っ

て
要
請
さ
れ
た
原
則
（Regel
）
だ
け
に
合
致
し
て
行
使
さ
れ
る
三
つ
の
国
家
作
用
が
理
念
型
と
し
て
論
述
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
立
法
者
と
し

て
の
議
会
に
抽
象
的
・
一
般
的
な
法
規
範
を
定
立
す
る
作
用
が
原
則
的
に
認
め
ら
れ
る
一
方
で
、
行
政
に
よ
る
法
規
範
の
定
立
は
、
二
〇
条
二

項
二
文
に
よ
っ
て
要
請
さ
れ
た
原
則
の
例
外
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
斯
か
る
原
則
と
例
外
の
境
界
線
は
、
三
つ
の
作
用
各
々
の
核
心
領
域
を
観

念
す
る
こ
と
で
画
定
さ
れ
、
各
々
の
作
用
は
、
如
何
な
る
観
点
の
も
と
で
も
、
互
い
の
核
心
領
域
を
侵
し
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。V

gl. 
K

laus Stern, D
as Staatsrecht der Bundesrepublik D

eutschland, Bd. 

Ⅱ, C.H
.Beck, M

ünchen 1980, S. 541 ff. 

従
来
の
通
説
で

は
、
こ
の
「
核
心
領
域
」
の
考
え
方
に
依
拠
し
た
「
行
政
留
保
」
領
域
を
観
念
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
般
的
・
抽
象
的
法
命
題
を
自
立
的
に

創
造
し
得
る
、
相
対
的
で
な
い
「
執
行
の
自
立
性
」
が
主
張
さ
れ
た
。V

gl. E
berhard Schm

idt-A
ßm

ann, D
er Rechtsstaat, in: Josef 

Isensee/Paul K
irchhof (H

rsg.), H
andbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik D

eutschland, Bd. Ⅱ
, 3. A

ufl., C.F.M
üller, 

H
eidelberg 2004, 

§26, Rn. 56 f.; BV
erfGE 68, 1 (87).

第
三
の
類
型
は
、「
近
年
の
実
質
的
定
義
の
試
み
」
と
題
さ
れ
る
。
こ
の
類
型
で
は
、
基
本
法
二
〇
条
二
項
二
文
に
お
け
る
三
つ
の
作
用
の

実
質
的
な
定
義
が
試
み
ら
れ
る
。
そ
の
際
に
目
標
と
さ
れ
る
の
は
、
排
他
的
に
一
つ
の
作
用
に
お
い
て
の
み
存
在
し
、
他
の
如
何
な
る
作
用
か

ら
も
簒
奪
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
、
個
々
の
権
力
特
有
の
性
質
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ツ
ィ
ン
マ
ー
の
ほ
か
、
本
稿
第
一
章

で
取
り
上
げ
た
メ
ラ
ー
ス
の
権
力
分
立
解
釈
論
が
こ
の
類
型
に
属
す
る
と
さ
れ
る
。V

gl. G
erhard Zim

m
er, Funktion-K

om
petenz-Le-

gitim
ation. Gew

altenteilung in der O
rdnung des Grundgesetzes, D

uncker &
 H

um
blot, Berlin 1979; Christoph M

öllers, 
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Gew
altengliederung. Legitim

ation und D
ogm

atik im
 nationalen und internationalen Rechtsvergleich, M

ohr Siebeck, 
T

übingen 2005.
Poscher, Funktionenordnung, Rn. 40.
Poscher, Funktionenordnung, Rn. 40.
Poscher, Funktionenordnung, Rn. 40.
Poscher, Funktionenordnung, Rn. 40.
Poscher, Funktionenordnung, Rn. 41.
Poscher, Funktionenordnung, Rn. 41.
Poscher, Funktionenordnung, Rn. 41.
Poscher, Funktionenordnung, Rn. 31.
Poscher, Funktionenordnung, Rn. 31.
Poscher, Funktionenordnung, Rn. 31.

ポ
ッ
シ
ャ
ー
と
は
対
照
的
に
、
メ
ラ
ー
ス
は
作
用
か
ら
の
体
系
化
を
主
張
す
る
。
す
な
わ
ち
、「
基
本
法
二
〇
条
二
項
二
文
の
理
解
に
と

っ
て
、
機
関
の
概
念
が
問
題
に
な
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
連
邦
議
会
や
連
邦
政
府
の
よ
う
な
権
限
の
あ
る
機
関
は
、
明
文
上
認
め
ら
れ
る
。

ゆ
え
に
、
解
決
さ
れ
て
い
な
い
問
題
に
答
え
る
べ
き
で
あ
る
権
力
区
分
の
体
系
は
、
権
力
も
し
く
は
作
用
か
ら
始
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」（M

öllers, A
nm

. 3, S. 82

）
と
さ
れ
る
。

Poscher, Funktionenordnung, Rn. 56.
Poscher, Funktionenordnung, Rn. 56.
Poscher, Funktionenordnung, Rn. 56.
Poscher, Funktionenordnung, Rn. 56.
Poscher, Funktionenordnung, Rn. 56.
Poscher, Funktionenordnung, Rn. 56.
Poscher, Funktionenordnung, Rn. 56.
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Poscher, Funktionenordnung, Rn. 56.

法
適
用
の
統
一
化
が
裁
判
官
に
固
有
の
作
用
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
ポ
ッ
シ
ャ
ー
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
基
本
法
は
、
ま
さ

に
裁
判
に
関
し
て
、
法
適
用
の
『
統
一
』
の
課
題
を
予
定
し
て
い
る
（
基
本
法
九
五
条
三
項
一
文
）。
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
に
よ
っ
て
法
を
統
一

的
に
展
開
す
る
こ
と
に
関
し
て
、
ど
の
権
力
も
、
作
用
上
、
裁
判
の
よ
う
に
は
成
っ
て
い
な
い
」（Poscher, Funktionenordnung, Rn. 61

）。

V
gl. R

alf Poscher, Geteilte M
issverständnisse. T

heorien der Rechtsanw
endung und des Beurteilungsspielraum

s der 
V

erw
altung

─zugleich eine K
ritik der norm

ativen Erm
ächtigungslehre, in: Ivo A

ppel/Georg H
erm

es/Christoph Schön-
berger (H

rsg.), Ö
ffentliches Recht im

 offenen Staat. Festschrift für Rainer W
ahl zum

 70. Geburtstag, D
uncker &

 H
um

-
blot, Berlin 2011, S. 536.

Poscher, Funktionenordnung, Rn. 56.
Poscher, Funktionenordnung, Rn. 56.
Poscher, Funktionenordnung, Rn. 58.
Poscher, Funktionenordnung, Rn. 58.
Poscher, Funktionenordnung, Rn. 58.
Poscher, Funktionenordnung, Rn. 58.
Poscher, Funktionenordnung, Rn. 58.
V

gl. Poscher, Funktionenordnung, Rn. 58.
Poscher, Funktionenordnung, Rn. 59.
Poscher, Funktionenordnung, Rn. 59.
V

gl. Poscher, Funktionenordnung, Rn. 59.
Poscher, Funktionenordnung, Rn. 60.
Poscher, Funktionenordnung, Rn. 60.
Poscher, Funktionenordnung, Rn. 60.
Poscher, Funktionenordnung, Rn. 60.
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）
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）
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）
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Poscher, Funktionenordnung, Rn. 63.
H

ans K
elsen, D

ie Lehre von den drei Gew
alten oder Funktionen des Staates, in: H

ans K
lecatsky/René M

arcić/H
er-

bert Scham
beck (H

rsg.), D
ie W

iener rechtstheoretische Schule, Bd. 2, Europa V
erlag, W

ien 1968, S. 1640 f.
Poscher, Funktionenordnung, Rn. 63.
Poscher, Funktionenordnung, Rn. 63.
Poscher, Funktionenordnung, Rn. 63.
Poscher, Funktionenordnung, Rn. 63.
Poscher, V

V
D

StRL 67, S. 182.
Poscher, V

V
D

StRL 67, S. 182.
Poscher, V

V
D

StRL 67, S. 183.
Poscher, V

V
D

StRL 67, S. 183.
Poscher, V

V
D

StRL 67, S. 183.
Poscher, V

V
D

StRL 67, S. 183.

ポ
ッ
シ
ャ
ー
に
よ
る
と
、
議
会
の
同
意
権
や
関
与
権
が
そ
の
例
で
あ
る
よ
う
に
、「
基
本
法
に
よ
っ
て
の
み
、
国
内
法
と
国
際
規
律
と
の

間
に
緩
や
か
な
連
結
（lose K

opplung

）
が
作
出
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
連
結
が
ま
さ
に
、
基
本
権
さ
ら
に
は
社
会
国
家
の
要
請
を
も
含

む
憲
法
の
実
質
的
水
準
を
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
過
程
へ
持
ち
込
む
こ
と
に
資
す
る
」（Poscher, V

V
D

StRL 67, S. 190

）
と
さ
れ
る
。
と
り
わ

け
基
本
権
が
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
過
程
と
接
触
す
る
状
況
下
で
は
、
外
国
あ
る
い
は
国
際
化
と
関
わ
る
事
例
に
お
い
て
基
本
権
尺
度
が
相
対
化
さ

れ
る
問
題
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
ポ
ッ
シ
ャ
ー
は
、
基
本
法
が
妥
当
す
る
限
り
基
本
権
尺
度
の
相
対
化
は
許
さ
れ
な
い
場
合
（
一
）、
基
本

法
か
ら
免
れ
て
い
る
外
国
で
の
法
関
係
に
お
い
て
、
基
本
法
で
あ
れ
ば
相
対
化
さ
れ
得
な
い
基
本
権
尺
度
が
相
対
化
さ
れ
る
場
合
（
二
）、
基

本
権
の
制
限
が
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
特
有
の
政
策
目
標
に
よ
っ
て
論
証
さ
れ
て
し
ま
う
場
合
（
三
）
に
分
け
て
論
じ
て
い
る
。

ま
ず
、（
一
）
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。「
高
圏
（H

oheitsgebiet

）
で
は
な
く
高
権
（H

oheitsgew
alt

）
の
行
使
と
結

び
つ
い
た
基
本
法
一
条
三
項
の
基
本
権
に
よ
る
拘
束
を
根
拠
に
す
る
と
、
外
国
あ
る
い
は
国
際
化
と
関
わ
る
事
例
に
お
い
て
基
本
権
が
妥
当
し

な
い
、
あ
る
い
は
、
弱
め
ら
れ
る
限
り
で
妥
当
す
る
と
い
う
指
摘
は
、
基
本
法
か
ら
全
く
読
み
取
れ
な
い
。
基
本
法
が
開
か
れ
た
国
家
性
を
規

（
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）
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）
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定
し
て
い
て
も
、
外
国
と
の
関
係
で
基
本
権
保
障
が
国
際
的
に
承
認
さ
れ
た
最
低
水
準
に
ま
で
引
き
下
げ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
」（Poscher, 

V
V

D
StRL 67, S. 191

）。
次
に
、（
二
）
に
つ
い
て
は
、
一
九
九
五
年
一
月
一
〇
日
に
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
で
下
さ
れ
た
判
決
に
お
い

て
、
外
国
人
船
員
の
出
身
国
に
お
け
る
ド
イ
ツ
よ
り
低
い
生
活
水
準
お
よ
び
生
活
費
用
が
指
示
さ
れ
た
事
例
を
あ
げ
て
い
る
（V

gl. BV
er-

fGE 92, 26 (52)

）。
さ
ら
に
、（
三
）
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
判
決
に
お
い
て
、
基
本
法
九
条
お
よ
び
三
条
に
照
ら
し
て
論
証
を
必
要
と
し
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
船
舶
事
業
者
の
国
際
競
争
力
に
照
ら
し
て
論
証
が
行
わ
れ
た
結
果
、「
基
本
権
水
準
の
低
下
」（BV

erfGE 92, 26 (42)

）

を
導
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（Poscher, V

V
D

StRL 67, S. 192

）。

以
上
の
状
況
を
踏
ま
え
た
上
で
、
ポ
ッ
シ
ャ
ー
は
、
基
本
権
水
準
の
堅
持
を
次
の
よ
う
に
主
張
す
る
。「
連
邦
共
和
国
が
国
際
的
に
協
調
す

る
た
め
に
、
国
家
レ
ベ
ル
で
の
基
本
権
尺
度
を
、
国
際
法
上
の
最
低
限
度
の
水
準
に
普
く
適
応
さ
せ
る
必
要
は
一
切
な
い
。
一
方
で
、
基
本
権

に
よ
る
拘
束
は
、
過
去
に
お
い
て
、
国
際
協
調
の
た
め
の
重
大
な
障
害
と
は
見
な
さ
れ
な
か
っ
た
し
、
基
本
権
が
将
来
に
お
い
て
追
究
す
る
に

値
す
る
国
際
協
調
の
妨
げ
に
な
る
と
予
想
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
他
方
で
、
尺
度
と
対
象
が
取
り
違
え
ら
れ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
。
基

本
権
が
そ
れ
自
体
の
国
際
協
調
の
可
能
性
に
即
し
て
衡
量
さ
れ
る
必
要
は
な
く
、
む
し
ろ
国
際
協
調
の
可
能
性
が
、
基
本
権
に
即
し
て
衡
量
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（Poscher, V

V
D

StRL 67, S. 193

）。

V
gl. Poscher, V

V
D

StRL 67, S. 184 Fn. 147.
Poscher, V

V
D

StRL 67, S. 184.
Poscher, V

V
D

StRL 67, S. 185.
Poscher, V

V
D

StRL 67, S. 185.
Poscher, V

V
D

StRL 67, S. 186.
Poscher, V

V
D

StRL 67, S. 187.
Poscher, V

V
D

StRL 67, S. 187.
V

gl. Poscher, V
V

D
StRL 67, S. 187 f.

Poscher, V
V

D
StRL 67, S. 188.

Poscher, V
V

D
StRL 67, S. 188 Fn. 169.

Poscher, V
V

D
StRL 67, S. 172-182.
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本
稿
で
取
り
扱
っ
た
メ
ラ
ー
ス
お
よ
び
ポ
ッ
シ
ャ
ー
の
権
力
分
立
批
判
論
に
つ
い
て
は
、
幾
つ
か
の
一
般
的
な
基
本
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル

に
お
い
て
参
照
が
指
示
さ
れ
始
め
て
い
る
。Z.B. H

ans D
. Jarass, in: ders./Bodo Pieroth, Grundgesetz für die Bundesrepublik 

D
eutschland, 13. A

ufl., C.H
.Beck, M

ünchen 2014, S. 498; Bernd G
rzeszick, in: T

heodor M
aunz/Günter D

ürig u. a. (H
rsg.), 

Grundgesetz. K
om

m
entar, Stand 2013, A

rt. 20 A
bschnitt V

, S. 2; H
elm

uth Schulze-Fielitz, in: H
orst D

reier (H
rsg.), 

Grundgesetz. K
om

m
entar, Band

Ⅱ
, 2. A

ufl., M
ohr Siebeck, T

übingen 2006, S. 171.
メ
ラ
ー
ス
や
ポ
ッ
シ
ャ
ー
に
よ
っ
て
批
判
・
相
対
化
さ
れ
た
「
権
力
分
立
」
は
、
日
本
で
も
既
に
「
権
力
分
立
原
理
を
も
っ
て
、
国
家
権

力
の
制
限
の
ほ
か
に
、
国
家
権
力
の
合
理
的
な
組
織
を
も
目
的
と
す
る
も
の
」
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
（
栗
城
壽
夫
「
ド
イ
ツ
の
権
力
分
立

─
権
力
分
立
の
機
能
的
理
解
」
比
較
法
研
究
五
二
号
（
一
九
九
〇
年
）
三
五
頁
）。
近
年
で
は
、
論
者
各
々
の
関
心
に
即
し
た
統
治
機
構
論
に

お
け
る
諸
問
題
の
活
路
を
、
こ
の
権
力
分
立
（
い
わ
ゆ
る
「
機
能
的
権
力
分
立
」）
に
見
出
そ
う
と
す
る
傾
向
が
、
日
本
の
憲
法
学
に
お
い
て

顕
著
で
あ
る
と
い
え
よ
う
（
土
井
真
一
「
憲
法
判
例
と
憲
法
学
説
」
公
法
研
究
六
六
号
（
二
〇
〇
四
年
）
一
三
三
頁
、
宍
戸
常
寿
「
法
秩
序
に

お
け
る
憲
法
」
安
西
文
雄
ほ
か
『
憲
法
学
の
現
代
的
論
点
〔
第
二
版
〕』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
九
年
）
四
一
頁
、
村
西
良
太
『
執
政
機
関
と
し
て

の
議
会
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
一
年
）
二
四
四
頁
）。

M
öllers, (A

nm
. 3), S. 89 ff.

M
öllers, (A

nm
. 3), S. 371.

M
öllers, D

ogm
atik der grundgesetzlichen Gew

altengliederung, A
öR Bd. 132 (2007), S. 529 f.

高
田
篤
「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
さ
れ
た
法
創
設
過
程
と
議
会
─
日
本
に
お
け
る
議
会
の
法
的
地
位
と
機
能
態
様
」
松
本
和
彦
編
『
日
独
公
法
学

の
挑
戦
─
グ
ロ
ー
バ
ル
化
社
会
の
公
法
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
四
年
）
七
九
頁
以
下
参
照
。

Gesetz über die parlam
entarische Beteiligung bei der Entscheidung über den Einsatz bew

affneter Streitkräfte im
 

A
usland vom

 18. 03. 2005 (BGBl. I S. 775).
Gesetz über die W

ahrnehm
ung der Integrationsverantw

ortung des Bundestages und des Bundesrates in A
ngelege-

nheiten der Europäischen U
nion vom

 22. 09. 2009 (BGBl. I S. 3022).
Gesetz über die Zusam

m
enarbeit von Bundesregierung und D

eutschem
 Bundestag in A

ngelegenheiten der Eu-
ropäischen U

nion vom
 04. 07. 2013 (BGBl. I S. 2170).
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